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児童虐待防止対策強化プロジェクト 

（施策の方向性） 

 

Ⅰ．はじめに  

○ 社会の変容等に伴う子どもと家庭を取り巻く今日的な課題に対応するため、中長期

的な視点から、児童虐待防止対策をはじめとする子ども家庭福祉の在り方について包

括的に検討する。 

○ 特に、依然として深刻な状況にある児童虐待の問題については、その課題の克服に

向け、「児童虐待防止対策について」（平成 26年 12月 26日・児童虐待防止対策に関

する副大臣等会議）に盛り込まれた事項の着実な実施に加え、発生予防から自立支援

までの一連の対策の更なる強化を図る。 

○ 今後、財源確保も含め、強化策の具体化に向けた検討を更に進め、「ひとり親家庭・

多子世帯等自立応援プロジェクト」と併せて、平成 27年末に政策パッケージを策定

することとする。 

○ なお、新たな子ども家庭福祉の在り方についての検討を速やかにスタートさせ、そ

うした議論を踏まえ、次期通常国会への法案提出を目指す。 

○ また、これらの一連の対策が効果的に機能するよう、必要な検証を行い、定期的に

見直しを行うこととする。 

 

Ⅱ．今後の児童虐待防止対策の在り方 

○ 子ども家庭福祉の軸となる理念は、単なる安全確保を超えた、全ての児童の健やか

な成長とその実現のための養育支援であり、全ての児童は、適切な養育を受ける権利

を有するとともに、その自立が保障されるべきである。 

○ そのためには、官・民のパートナーシップを構築し、民間の創意工夫を積極的に活

用することも重要である。 

○ こうした理念の下、現行の児童相談所が介入と支援の両方の機能を有している点や、

国、都道府県（児童相談所）及び市町村の役割と責任の分担について整理し、新たな

仕組みを構築するべきであるとの指摘がある。今後、こうした指摘を踏まえつつ、新

たな仕組みの在り方についての検討を早急に開始する。その際には、見直しの実効性

の検証や専門職員を含む体制強化等についても、併せて検討する。 

○ また、現行の児童虐待防止対策における司法の関与は部分的であるが、具体的な必

要性、要件、効果等を整理した上で、司法の関与を拡大するという方向について検討

が必要であるとの指摘がある。こうした見直しの検討に際しては、その検討に先んじ

て、行政施策に対する司法の関与の在り方に応じた児童相談所の将来像の明確化、本

格的な職員の専門性の向上、児童相談所の機能や役割の整理などの検討を行う必要が

ある。 

 

Ⅲ．当面の児童虐待防止対策の強化の考え方 

 

 

 

 

 

○ まず、望まない妊娠、若年者の妊娠等について、関係機関からの情報提供の新た

な仕組み及び子育て家庭へのアウトリーチ型支援により、行政や民間と子育て家庭

の接点を確保し支援につなげることで、児童虐待の発生を未然に防止する。 

○ こうした取組によっても、未然に防止できず虐待事案が発生した場合において

は、児童相談所、市町村などの関係機関が、共通の判断基準によりアセスメントを

行う新たな仕組みを通じて情報を共有することで、全ての支援を要する児童に対

し、質の高い最適な支援を実現する。 

資料７－６ 
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１． 児童虐待の発生予防の強化 

○ 地域における子育て相談・支援機関を拡充するとともに、妊娠期から子育て期まで

の切れ目ない支援を通じて、行政等と子育て家庭の接点を確保し、児童虐待の発生自

体を予防し、減少させることが重要である。 

 

（１）妊娠期からの切れ目ない支援による発生予防 

○ 児童相談所や市町村における児童虐待に係る相談対応件数は増加の一途を辿り、死

亡事例の４割強が０歳児であるなど、妊娠や子育ての不安、孤立等に対応し、児童虐

待のリスクを早期に発見・逓減することが必要である。その際、子育て支援等に自ら

接点を持ちにくい家庭への支援も積極的に行うことが必要である。 

 

【施策の方向性】 

①子育て世代包括支援センターの全国展開 

  産婦人科・小児科の医療機関等と連携しながら、妊娠期から子育て期まで切れ目な

い支援をワンストップで実施するため、子育て世代包括支援センターの全国展開を目

指す。また、関係機関等において支援を要する妊婦の情報について共有し、低所得の

妊婦に対し助産施設の周知を行うとともに、望まない妊娠や若年者の妊娠等について

相談を受けた場合に、必要に応じて、児童相談所と連携して、特別養子縁組につなぐ

仕組みとすること等を検討する。 

 

②支援を要する妊婦の情報の確実な把握等 

   児童虐待による死亡事例の４割強が０歳児であることを踏まえ、妊娠期段階から、

適切な支援を行うことで、虐待を未然に防ぐことが可能な場合がある。このため、支

援を要する妊婦と思われる者を把握した学校、児童福祉施設、病院等の機関が、市町

村に対して通知するなど、適切に情報提供を行うものとすることを検討する。  

 

③助産施設の周知の徹底 

 費用負担を懸念して医療機関へのアクセスをためらい、結果として支援が遅れるこ

とを防ぐため、低所得の妊婦に助産を行う助産施設の更なる周知を行うことを検討す

る。 

 

④子育て家庭へのアウトリーチ型支援 

 様々な事情により行政機関や子育て支援拠点と自ら接点を持ちにくい子育て家庭に

対するアウトリーチ型支援の在り方を検討する。また、乳児家庭全戸訪問事業・養育

○ 支援の過程において、個々人の状況を踏まえて里親委託や養子縁組など家庭的な

環境で養育することを推進するとともに、家庭での養育が困難となった施設入所・

里親委託等の被虐待児童についても、個々人の発達に応じたテーラーメード型の支

援を行うとともに、新たに、施設退所児童等からの相談に応じるなど心の拠り所と

なる居場所づくりの推進等のフォローアップを行うことにより、確実な自立に結び

つける。 
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支援訪問事業について、里親家庭も対象であることを明確化した上で、活用すること

を検討する。 

 

 ⑤児童相談所全国共通ダイヤルの積極的な活用 

児童相談所全国共通ダイヤル（１８９）については、その運用状況を踏まえつつ、

更なる周知を行うとともに、必要に応じて、利用者の立場に立った利便性の改善を図

ることを検討する。 

 

 

２．関係機関の情報共有による最適な支援 

○ 児童虐待が発生した場合には、児童の安全を確保するための初期対応が確実・迅速

に図られるよう、国、都道府県（児童相談所）及び市町村の役割と責任の分担を整理

するとともに、児童相談所や市町村の体制整備や要保護児童対策地域協議会の機能強

化を行う。 

 

（１）児童相談所・市町村の体制整備と役割分担 

○ 児童相談所や市町村における児童虐待に係る相談対応件数が増加の一途を辿る中、

業務量に見合った児童相談所や市町村の相談体制を整備するとともに、その専門性を

確保することが必要である。また、児童相談所と市町村との役割分担をより明確化す

ることが必要である。 

 

【施策の方向性】 

①児童相談所等の相談体制 

 児童虐待に係る相談対応件数が増加傾向にある中、法的知識を要する相談や心理面

に配慮することが必要な相談に迅速かつ的確に対応するため、児童相談所や市町村の

相談体制の整備や専門性の向上について検討する。 

 

②初期対応の役割分担及び児童相談所から市町村への事案送致 

迅速な初期対応を図るため、児童相談所・市町村間の共通アセスメントツールの枠

組みや、市町村が対応することが適当な事案を児童相談所から市町村に送致する枠組

みについて検討する。 

 

（２）要保護児童対策地域協議会の機能強化 

○ 児童虐待については地域の関係機関等が連携して対応するべきであるが、依然とし

て要保護児童対策地域協議会を置いていない市町村がある一方、要保護児童対策地域

協議会を置いている場合であっても、要保護児童対策調整機関の専門性が十分でなく、

その調整能力が発揮されていないケースがあるとの指摘があるなど、要保護児童対策

地域協議会の機能を強化することが必要である。 

 

【施策の方向性】 

 ①協議会設置促進・調整機関の専門性の向上 

 地域の関係機関等が連携して適切に対応するため、市町村の要保護児童対策地域協

議会の設置促進、要保護児童対策調整機関の専門性の向上について検討する。 
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 ②調整機関による対象児童の判断 

要保護児童対策地域協議会が取り扱う児童数が多過ぎ、結果としてその機能が十分

に発揮されない事態を回避することにより、児童の置かれている状況に応じた手厚い

支援を行うため、要保護児童対策調整機関が、協議会による支援等の対象児童か、利

用者支援事業等の利用を促す児童かを判断する枠組みについて検討する。 

  

③調整機関による協議不調時における主担当機関指定  

関係機関等の協議に時間を要して、適時適切に児童の保護等を行えない事態を回避

するため、要保護児童対策地域協議会の協議が調わない場合には、要保護児童対策調

整機関が、参加する１つの機関を主たる支援機関として指定する枠組みについて検討

する。 

 

（３）被虐待児童の早期発見と迅速かつ的確な対応 

 ○ 児童虐待については早期に発見し、迅速かつ的確に対応することが重要であるが、

児童虐待を発見しやすい立場にある学校や医療機関において、児童相談所や市町村に

通告すべき事案であるかどうかを迷うケースがあるとの指摘がある。このため、それ

らの機関において、児童虐待に従来以上に対応できる体制を整備することが必要であ

る。 

○ また、児童相談所や市町村が迅速かつ的確に対応することができるよう、関係機関

等の協力等について見直しを行うことが必要である。 

 

【施策の方向性】 

 ①学校における児童虐待対応体制の整備 

 日々児童と接する学校において被虐待児童を早期に発見し、児童相談所や市町村へ

の通告等の的確な対応が迅速になされるようにするため、虐待を発見するポイント・

発見後の対応の仕方などについて研修等において引き続き教職員に周知していく。 

また、市町村や児童相談所と連携しながら必要な支援を実施するため、学校へのス

クールソーシャルワーカー及びスクールカウンセラーの配置を充実するとともに、こ

れらの外部専門家に対する虐待を含めた研修を充実することを検討する。 

  

②医療機関における児童虐待対応体制の整備 

   医療機関において被虐待児童を早期に発見するとともに、被虐待児童やその保護者

への対応を適切に行うため、医療従事者に対する研修や要保護児童対策地域協議会へ

の参加を促進することを検討する。  

 

③関係機関等による調査協力等 

 児童虐待の防止に必要であるとして児童相談所や市町村から児童やその保護者の心

身の状況等に関する資料等の提供を求められた場合に、地方公共団体の機関や学校、

児童福祉施設及び医療機関等が、当該調査に対し協力する枠組み等について検討する。 

 

 ④児童相談所間の情報共有 
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   児童虐待に関する情報連絡システムや全国の児童相談所間のデータ共有の在り方に

ついて検討する。 

 

⑤緊急時の臨検・捜索手続の簡素化 

 虐待を受けていると思われる児童の安全を迅速に確保するため、緊急時における、

都道府県による児童の家庭への臨検・児童捜索手続の簡素化について検討する。 

 

 ⑥民間の活用等による里親委託等の推進 

   民間企業やＮＰＯ法人を含む民間団体それぞれの得意分野に応じて、里親の開拓、

研修、マッチング、自立支援等の里親支援機関事業の委託を推進することにより、児

童相談所の里親委託に係る業務の軽減と里親委託の推進を図ることを検討する。その

際、成果に応じた仕組みとすることや、里親支援機関事業の在り方について検討する。

また、養子縁組に関する調査研究等の状況を踏まえ、養子縁組の推進方策の在り方に

ついて検討する。さらに、育児・介護休業法上の育児休業の対象となる子の範囲につ

いて検討する。 

 

⑦その他 

・一時保護の対象となる児童の数が増加傾向にあるとともに、その入所事由も被虐待

や非行等様々であることから、一時保護所の体制整備等を検討 

 ・一時保護所の第三者評価の在り方の検討  

・被虐待児童の心理的負担に配慮した面接の在り方の検討 

 ・情緒障害児短期治療施設の体制整備等の検討 

  

 

３．被虐待児童の自立支援とフォローアップ 

○ 被虐待児童については、まずは親子関係の再構築を図るための支援が重要であるが、

施設入所や里親委託の措置が採られることとなった場合には、18歳到達後や施設退所

後等も含め、個々の児童の発達に応じた支援を実施し、自立に結びつけることが重要

である。 

 

（１）親子関係再構築の支援 

 ○ 虐待を受けた経験のある児童について、児童本人への支援はもとより、保護者への

援助も行うことで親子関係の再構築が図られることは意義があり、また、親子関係再

構築支援の取組により児童が家庭復帰した場合には、安定的な親子関係の継続に配慮

することが必要である。 

 

【施策の方向性】 

 ①一時保護の延長の際の保護者関与 

     一時保護の延長に当たって、児童相談所と保護者との関係を円滑に保ち、保護者の

納得性を高めるため、都道府県児童福祉審議会の意見聴取の際に、保護者が意見を述

べる機会を設けることを検討する。 

   

②一時保護や措置の解除時の助言等 
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 親子関係再構築を円滑に進め、児童の家庭復帰後の再度の虐待発生を防止するため、

一時保護・施設入所等の措置の解除時における、第三者による今後の親子関係の在り

方等に関する助言・カウンセリングの実施を検討する。 

 

③措置解除後等における継続的な安全確保措置  

措置解除後に帰宅した場合や一時保護の解除時、施設入所中の一時帰宅時などにお

いても、市町村、児童養護施設、ＮＰＯ等の関係機関等が連携して定期的に連絡・訪

問すること等により、児童の安全確認を行うとともに、家族への相談支援を行うもの

とすることを検討する。 

  

④児童養護施設等による親子関係再構築支援 

 施設等入所中又は施設等退所後の児童とその保護者に対する当該施設等による親子

関係再構築支援の在り方について検討する。 

 

⑤その他 

・児童家庭支援センターの更なる活用の在り方の検討 

  

（２）施設入所等児童の自立支援 

○ 被虐待児童に対し、入所措置等の時点から計画的・効果的な自立支援を行うととも

に、施設退所等後も引き続き適切な支援を行うことが必要である。 

 

【施策の方向性】 

 ①自立支援計画に基づく効果的な進路指導等の実施 

   施設入所等児童に対し、入所措置の時点から自立に向けて効果的な支援を提供して

いくため、進路指導、職業指導等に係る専門的支援を行うことを検討する。 

 

②里親委託児童の自立支援の充実 

里親委託児童の自立支援を充実させるため、日常的に里親や委託児童を支援する里

親支援機関が自立支援計画を作成することを可能とすることを検討する。また、乳幼

児健康診査について、里親家庭も対象であることを明確化した上で、活用することを

検討する。 

 

③18歳に達した者に対する支援 

積極的な保護や支援が必要な者への 18歳到達後の支援の在り方について検討する。 

 

④施設退所後のアフターケアの推進 

 自立援助ホームの活用等を通じた生活支援や施設退所児童等からの相談に応じるな

ど心の拠り所となる居場所づくりの推進について検討する。 

 

 

４．民間の創意工夫の活用 

 ○ 今回とりまとめた「方向性」を踏まえた具体的な検討に当たっては、被虐待児童等

の社会的養護を必要とする者への支援は、社会全体で取り組むことが重要との認識の
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下、官・民のパートナーシップを構築し民間の創意工夫を積極的に活用することを検

討する。 

 ○ 既に、行政が未だ実施していない事業を民間投資によって行い、行政がその成果に

対する対価を支払うといった手法が行われている。こうした取組を始めとした先駆的

な取組を幅広く参考とし、本分野での効果的な取組手法の検討・導入を目指す。 


